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暮らしたい都市・持続的

に成長する都市を育む。

部のミッション



都市づくり推進課の業務について

1. 都市計画の総合的な企画及び調整に関する
こと。

2. 都市計画審議会に関すること。

3. 区域区分、地域地区等土地利用に係る都市
計画の決定に関すること。

4. 地区計画に関すること。

5. 風致地区に関すること。

6. 生産緑地法に関すること。

7. 土地区画整理法による土地区画整理事業に
関すること。

8. 景観法による景観施策に関すること。

9. 景観審議会に関すること。 2

10．生産緑地法に関すること。

11．公有地の拡大の推進に関する法律に関する
こと。

12．国土利用計画法による副申及び具申に関す
ること。

13．景観法による景観施策に関すること。

14．屋外広告物施策の企画、立案及び調査に関
すること。

15．都市計画図の作成及び販売に関すること。

◎都市計画係



都市づくり推進課の主な仕事①
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都市計画制度に基づくまちづくり

都市計画の決定・変更
 都市計画審議会を開催、様々な意見を踏まえ都市計画を定める

きめ細やかなまちづくり（地区計画）
 地区の特性に応じて良好な都市環境の形成を図る
 生駒市内には３２地区
 建築時等の届出を通じて統一性のあるまちづくりを推進



都市づくり推進課の主な仕事②
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市の景観づくりを推進しています

景観計画
 景観法に基づき、景観計画の区域、良好な景観の形成に

関する方針、行為の制限に関する事項定める

屋外広告物規制
 街並みに配慮した広告物を目指し、許可等を行う

景観まちづくり相談
 景観アドバイザーから技術的アドバイスを受ける相談窓口を設置
 身近な景観に関することを気軽に相談できる



令和8年度に特に力を入れて取り組むこと
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南口参道周辺の景観づくり

 住民と行政が協力して街づくりを行う事業。統一性のある街なみ整備のた
め、建物などの修景整備や公共施設の整備を推進することで、参道にふさ
わしい趣きのある街なみ形成を目指す



拠点形成室の業務について
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1. 都市拠点及び地域拠点の形成に係る施策の企画及び調整に関すること。

2. 都市拠点及び地域拠点の形成に係る事業の推進に関すること。

3. 都市再開発法による市街地再開発事業に関すること。

◎拠点形成室 拠点形成係



拠点形成室の主な仕事の前に
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生駒駅周辺エリア

 商業や行政、文化、住宅等が集積し、
生駒山や学研都市などへの玄関口として
市内外の人が行き交う生駒市の中心地

 駅北は商業施設、駅南は商店街
 駅北側は、再開発による大型商業施設や

共同住宅、文化ホールなどが立地
 駅南側は、ぴっくり通りなど昔ながらの

商店街が建ち並ぶ

生駒駅



拠点形成室の主な仕事①
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公民連携でまちのみらいを考える場の運営支援

 地域の関係者と行政が一緒に議論する場
生駒駅南口エリアプラットフォームの運営支援

 プロモーションの支援
 webサイト、Instagramの運用
 エリアPRチラシ等の配布

 民間主導の取組（チャレンジチーム）
 音楽イベントサンデーサウンドアーケード
 チャレンジショップサクラサク
 週末マルシェOhanaMarch

プロモーションチラシ、webサイト

サクラサク出店者 OhanaMarch



拠点形成室の主な仕事②
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使われていない空間の利活用

 遊休不動産で新規開業を目指す人に対し、
プロが伴走支援するいこみなチャレンジの開催

 エントリー25名、開業予定2名
 公開プレゼン 50名参加

みらいの風景を可視化する社会実験

 第１弾 ＠生駒駅中央改札前
 第２弾 ＠生駒駅南口ロータリー付近

開業予定のプロジェクト

第１弾 第２弾

現地見学会
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生駒駅周辺の公共空間再整備基本構想の作成

令和8年度に特に力を入れて取り組むこと

数年後の駅周辺の日常（イメージ）

生駒駅周辺の公共空間再整備に向け、
市民や関係者と将来像を共有できる計画を作成

 周辺住民等の意見を取り入れる
現地ワークショップを実施予定

開催イメージ



学研推進課の業務について

1. 関西文化学術研究都市に係る関係機関及
び関係団体との連携に関すること。

2. 関西文化学術研究都市の形成に係る施策
の企画及び調整に関すること。

3. 所管に係る国庫補助事業の事務に関する
こと。
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1. 関西文化学術研究都市高山地区の計画に
関すること。

2. 学研北生駒駅北地区の事業施行に関する
こと。

◎企画調整係 ◎計画推進係

1. 関西文化学術研究都市高山地区の事業施
行に関すること。

◎事業推進係

（出典：関西文化学術研究都市推進機構パンフレット）

関西文化学術研究都市(けいはんな学研都市)

事業完了地区

事業中地区

未着手地区

土地利用調整中

高山地区

 けいはんな学研都市は、昭和62(1987)年に関西文

化学術研究都市建設促進法が公布・施行され、そ

れ以後、国家的プロジェクトとして、進化・発展。

 12のクラスターが分散配置されており、高山地区

はそのクラスターのひとつ。



学研高山地区
第２工区(約288ha)

学研北生駒駅北地区(約6.1ha)

●学研北生駒駅

北大和住宅地
約58ha

鹿ノ台
住宅地
(約124ha)

学研推進課の主な仕事の前に

両拠点のまちづくりを推進
しています。
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第１工区
(約45ha)

出典：生駒市都市計画マスタープラン(抜粋) 令和3年6月策定

学研高山地区
第２工区

学研北生駒駅

学研北生駒駅

 産業･学術研究拠点

学研高山地区第２工区

 生駒市北部の地域拠点

学研北生駒駅北地区

学研高山地区第２工区
約２８８ha



学研推進課の主な仕事①

 将来像をイメージし、あるべき姿を構想(まちづくり構想の作成)。

まちづくり計画 [構想]
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学研高山地区第２工区の土地利用のイメージ

出典：生駒市都市計画マスタープラン(抜粋) 令和3年6月策定



学研推進課の主な仕事②

まちづくり計画 [造成]
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造成計画図の一例

 事業施行に向け、造成図素案を作成

出典：生駒市都市計画マスタープラン(抜粋) 令和3年6月策定



学研推進課の主な仕事③

 地権者の意向集約･合意形成

 学研高山地区第２工区マスタープランや広報誌、
ホームページなどを活用した事業周知

地権者合意形成･事業周知
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地権者等との計画検討ワークショップ

南エリア土地区画整理準備組合設立総会

令和４年８月号広報いこまち



各エリアの事業推進
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● 全体マスタープラン

● 事業計画案の作成

事業のスタート

● 基本構想の作成

● 基本計画図案の作成

令和8年度に特に力を入れて取り組むこと

まちづくり協議会

準備組合

組合

● 実施設計

協議会設立準備
(発起人会)

ゲート
エリア

南エリア
北生駒

Ｆエリア

各エリアの事業時点と事業の流れ(区画整理事業)

● 意向調査



住宅課の業務について

1. 住宅政策の企画、調査及び推進に
関すること。

2. 空き家施策の企画、調査及び推進
に関すること。

3. マンションの管理の適正化の推進
に関する法律に関すること。
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1. 公営住宅等に関すること(公営住
宅等の保全計画及び保全計画に基
づく建築物及び附帯施設の保全工
事に関すること。

◎住宅政策係 ◎住宅管理係



住宅課の主な仕事①
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戸建て住宅の空き家対策

空き家流通促進プラットホーム
 空き家の売却・賃貸を

不動産流通の専門家８団体が支援

恋文不動産
 空き家を貸したい人と借りたい人の

マッチングを支援

空き家相談窓口
 空き家所有者の様々な悩みについて

専門家に相談

プラットホーム：８団体と連携協定を締結（H30）

恋文不動産：
ゲストハウス開業（R7）



住宅課の主な仕事②
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分譲マンションの管理適正化

マンション管理セミナー・相談会
 区分所有者への適正管理の意識啓発
 管理に関する悩みを専門家に相談

訪問調査・助言
 マンション管理士による管理状況の調査
 適正管理に向けたアドバイスを実施

マンション管理計画の認定
 適正な管理状態のマンションを市が認定
 適正管理に関する情報や認定事例を発信

マンション管理セミナー 相談会

マンション管理士

マンション管理計画認定事例の紹介（生駒市HP）



住宅課の主な仕事③
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ニュータウンの再生

重点的な空き家の流通促進
 モデル地区（萩の台住宅地）の空き家を

毎年調査
 空き家所有者に市の施策を周知し、

空き家の流通を促進

住み開きの推進
 住宅の庭や駐車場を有効活用
 手作り品の販売などのガレージマーケット

を開催し、魅力的な活動を創出
 住み開き事例の情報発信 住み開き事例（市HP）住み開き事例（自治会だより）

注：HP掲載の場合確認要



住宅課の主な仕事④
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住まいの安定確保

長寿命化計画の推進
 市営住宅の長期的な活用を図るため

計画に基づき修繕工事等を実施

入居支援に関する情報発信
 公営住宅の募集やセーフティネット住宅に

関する情報を発信
 居住支援法人や居住サポート住宅など

入居支援に関する情報を発信

市営元町住宅

入居支援に関する情報（市HP）



令和8年度に特に力を入れて取り組むこと
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 第２期空家等対策計画に基づき、

令和７年度から定期的な空き家調

査をスタート

 令和８年度は、調査で把握した新

規空き家所有者に生駒市が実施す

る相談制度や流通・活用に関する

支援施策を周知し、空き家の流通

を促進する。

空き家の流通を促進します

R７ R８

相談

アンケート調査
支援策の周知

電話等アプローチ

奨励金セミナー

空き家解消

PF

定期的な新規空き家調査



施設マネジメント課の業務について

1. 建築物及び附帯施設の建設及び整備工事
に関すること。

2. 建築物及び附帯施設の修繕工事に関する
こと。

3. 被災建築物及び附帯施設の調査及び報告
に関すること。
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1. 建築物及び附帯施設の定期点検に関する
こと。

2. 建築物及び附帯施設の保全計画に関する
こと。

3. 保全計画に基づく建築物及び附帯施設の
保全工事に関すること。

◎営繕係 ◎保全係



施設マネジメント課の主な仕事①
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設計や工事監理

生駒北小中一貫校整備工事
古い校舎を解体し新築

公共施設の改修工事の設計

市内の公共施設の新築、改修、解体の設計業務
規模に応じて建築設計事務所に発注し、適切な設計がで
きているか管理します。

工事の監理

建設業者が適切な公共工事ができるよう設計書類の
チェック及び工事の進捗状況を監督しています。

生駒台幼稚園改築工事
古い園舎を解体し新築



施設マネジメント課の主な仕事②
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公共施設の保全

定期点検

 公共施設の機能・性能を維持するために、定
期的に点検を行い各施設の状況を確認して
います。

点検結果に伴う保守や修繕

 点検の結果により、施設の状態を良好に保つ
ため、安全・安心に利用していただくために
予算化を行い、保守や修繕を行っています。

北コミュニティセンターの
外壁打診調査



上中学校校舎長寿命化改修工事

学校に仮設校舎を設置し、順番に工事を行います。

外壁改修や、電気設備や給排水設備のほぼ全てを撤去し新設します。

令和8年度に特に力を入れて取り組むこと
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市立病院の増床工事をします

上中学校の校舎を長寿命化します

生駒市立病院施設整備工事

病院が通常業務を行えるよう、工夫して工事を行い

ます。



ファシリティマネジメント推進室の業務について
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1. ファシリティマネジメントに係る企画、
調整及び推進に関すること。

◎ファシリティマネジメント推進係



ファシリティマネジメント推進室の主な仕事
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公共施設等マネジメントの推進

公共施設マネジメントに関する計画の推進

 「公共施設等総合管理計画」「個別施設計画」といった、
本市公共施設等に関する計画の推進

生駒駅前周辺施設の事業再配置による整備
と移転

 生駒駅前の公共施設の機能集約や複合化を中心に、公
共施設の適正配置の調整検討を進めている

公共施設に関するワークショップ

生駒セイセイビル



令和8年度に特に力を入れて取り組むこと
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公共施設等総合管理計画の改定を行います
個別施設計画の改定を行います

 人口減少・施設の老朽化等今後40年を見据えた計画の
改定（およそ10年ごとに改定）

生駒駅前周辺施設の事業再配置による整備と
移転の方針を決定します

 教育支援施設跡地の利活用検討方針の決定

デイサービスセンター幸楽

教育支援施設



建築課の業務について

1. 建築基準法による許可、承認、認定及び認可に
関すること。

2. 建築審査会に関すること。

3. 建築物の動態調査報告に関すること。

4. 租税特別措置法による優良住宅の認定に関する
こと。

5. 建築基準法による道路の位置指定、変更及び廃
止に関すること。

6. 違反建築物の是正、調査及び処分に関すること。

7. 特殊建築物及び建築設備の定期検査及び報告に
関すること。

8. 建築物の耐震診断、耐震改修等に係る補助金に
関すること。
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1. 建築基準法に基づく確認及び計画通知に関すること。

2. 昇降機の定期検査及び報告に関すること。

3. 指定確認検査機関との連絡調整に関すること。

4. 奈良県住みよい福祉のまちづくり条例による届出等
に関すること。

5. 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に
よる建築物エネルギー消費性能適合性判定及び届出
の審査等に関すること。

6. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の認定申請
の審査等に関すること。

7. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する
法律に基づく特定建築物の建築等及び維持保全の計
画認定に関すること。

8. 空き家の適正管理に関すること。

◎建築指導係 ◎建築審査係



建築課の業務について

1. 都市計画法による開発行為等に関する指導及び副申に関すること。

2. 生駒市宅地等開発行為に関する指導要綱等による指導に関すること。

3. 宅地造成及び特定盛土等規制法による指導及び副申に関すること。

4. 近郊緑地保全地区等地域制緑地内における行為の届出等に関すること。

5. 開発事業審議会に関すること。

6. 租税特別措置法による優良宅地の認定に関すること。
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◎開発指導係



建築課の主な仕事①
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建築基準法に基づく審査・指導

違反建築物等の指導
➣ 調査・確認
➣ 是正指導
➣ 命令処分（必要に応じて）

高さや面積及び道路の許認可
➣ 新たに道路を築造する際の指定手続き
➣ 接道義務の例外許可

建築確認申請の審査
➣ 建築確認図面の審査
➣ 中間・完了検査



建築課の主な仕事②
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住宅等の耐震化の促進

住宅の耐震診断費
➣ 対象 平成12年以前に建てられた、

3階建て以下の住宅
➣ 補助額 診断費用の3分の2(上限額は2万円）
➣ 募集数 30件程度

住宅の耐震改修工事費用
➣ 対象

平成12年以前に建てられた、3階建て以下
の住宅

➣ 補助額 工事費用の23％(上限額は50万円）
➣ 募集数 10件程度

住宅の解体工事費用
➣ 対象 平成12年以前に建てられた、

3階建て以下の住宅
➣ 補助額 解体工事費用の23％

（上限は50万円）
➣ 募集数 30件程度

ブロック塀などの撤去工事費用
➣ 対象 倒壊の恐れがあるブロック塀
➣ 補助額 撤去費用の2分の1

（上限は15万円）
➣ 募集数 10件程度



建築課の主な仕事③
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開発行為に関する指導

宅地造成及び特定盛土等規制法の許可
（生駒市は経由事務）

都市計画法に基づく開発許可
（生駒市は経由事務）

生駒市宅地開発行為に関する指導要綱



令和8年度に特に力を入れて取り組むこと
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 耐震改修促進計画に基づく耐震化の啓発
➣ セミナー、相談会、チラシポスティング

 市内建築物の省エネ化の推進に向けた啓発
➣ 国の省エネ補助事業の周知誘導

 市内建築物の安全性確保に向けた啓発
➣ 広報誌「いこまち」やSNS等による建築に

関する知識の普及啓発

 空き家の未然防止に向けた啓発
➣ 住まいのエンディングノートの配布

建築知識の普及啓発に努めます


